
改正文 

 

改正文 

(平成七年三月二三日運輸省告示第二〇七号) 抄 

平成七年四月一日から適用する。 

 

改正文 

(平成一一年三月一五日運輸省告示第一四八号) 抄 

平成十一年四月一日から適用する。 

 

改正文 

(平成一一年七月二一日運輸省告示第四四一号) 抄 

平成十一年八月一日から適用する。 

 

改正文 

(平成一二年九月二七日運輸省告示第三二二号) 抄 

平成十二年十月一日から適用する。 

 

改正文 

(平成一二年一二月二〇日運輸省告示第三九四号) 抄 

平成十三年一月六日から適用する。 

 

改正文 

(平成一四年七月一日国土交通省告示第五九一号) 抄 

平成十四年七月一日から適用する。 

 

改正文 

(平成一四年九月二四日国土交通省告示第八三〇号) 抄 

平成十四年十月一日から適用する。 

 

改正文 

(平成二〇年五月十二日国土交通省告示第五七〇号) 抄 

平成二〇年五月十二日から適用する  


